
和光市国際化推進懇話会設置要綱 
平成１３年 ６月 １日要綱第 ４号 

改正 平成１４年 ６月２４日要綱第１８号 
改正 平成１８年１２月２０日要綱第２２号 
改正 平成２８年１２月２８日要綱第２０号 
改正 令和 ５年 ９月２２日要綱第２０号 

(設置) 
第 1 条 本市における国際化推進計画に基づき、総合的な国際化に関し、広く市民の意見
を反映し、推進するため、和光市国際化推進懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。 
(所掌事項) 

第 2 条 懇話会は、総合的な国際化推進に関する事項について、調査、研究及び審議する。 
(委員) 

第 3 条 懇話会は、委員１０人以内で組織し、学識経験者及び公募により応募のあった者
のうちから市長が委嘱する。 
(任期) 

第 4 条 委員の任期は２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。 
2 委員は、再任されることができる。 
(会長及び副会長) 

第 5 条 懇話会に会長及び副会長を置き、会長は委員の互選によって選出し、副会長は委員
の中から会長が指名する。 

2 会長は、会務を総理し、懇話会を代表する。 
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 
(会議) 

第 6 条 懇話会は、会長が招集し、その議長となる。 
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ意見を求めること
ができる。 
(庶務) 

第 7 条 懇話会の庶務は、企画部企画人権課において処理する。 
(委任) 

第 8 条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定
める。 
附 則 

この要綱は、平成 13年 6月 5日から施行する。 
附 則 

この要綱は、平成 14年 7月 1日から施行する。 
 



附 則 
この要綱は、決裁の日から施行し、この要綱による改正後の和光市国際化推進懇話会設置要
綱の規定は、平成 18年 10 月 1日から適用する。 
附 則 

この要綱は、平成 29年 1月 1日から施行する。 
附 則 

この要綱は、令和 5年 10 月 1日から施行する。 
 


